
何が変わるの？ → 検挙後の手続が大きく変わります！

検挙後の手続き

違反行為
の現認

悪質・危険でない違反

悪質・危険な違反

検挙

指導警告

この後が

変わるよ！

今までと

変わらない

令和８年４月１日～

※交通反則通告制度とは、比較的軽微な交通違反に、交通反則告知書
（いわゆる「青切符」）が交付され、違反者が反則金を納付すれば、

刑事罰に科されない制度のことです。

１６歳以上の者が運転する自転車の交通違反に
交通反則通告制度が適用されます！

携帯電話使用等

傘差し
運転

二人乗り

※上記違反は一例です。

・酒酔い運転、酒気帯び運転

・交通違反により実際に交通事故

を発生させる

切符

重大な交通違反や事故を起こしたとき

・遮断踏切立入り
・スマホを持って画面を注視、又は
通話をする

・警察官の指導警告に従わず、違反
行為を続け、又はしたとき

（例）（例）

１６歳以上の者による反則行為

青切符刑事手続

従来どおり 交通反則通告制度が適用



（令和８年４月１日施行）

１ 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

２ 交差点では信号と一時停止を
守って、安全確認

３ 夜間はライトを点灯

４ 飲酒運転は禁止

５ ヘルメットを着用

自転車安全利用五則

※１ 自転車が対象（自転車以外の軽車両を除く）
※２ 普通自転車が対象

徳島県警察

自転車 ルールブック 検索

詳しくは警察庁HPに掲載されている『自転車を安全・安心に利用するために
ー自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入ー【自転車ルールブック】』を
ご覧ください。


